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■ 届出制の目的 

  届出制は、市が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度です。 

■ 届出の対象となる行為 

  居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には原則として市への届出

が義務付けられています。（都市再生特別措置法第 88条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 

○１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で 1,000 ㎡以上の規模のもの 

                   

                   

 

 

○３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

○建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 

        

         

               

開発行為 

建築等行為 

（例１） 

届出が必要 

（例２） 

届出が必要 
1,200 ㎡ 

１戸の開発行為 

（例３） 

８００㎡ 

２戸の開発行為 
届出不要 

届出が必要 

（例１） 

（例２） 

届出不要 

１戸の建築行為 

３戸の建築行為 
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■ 届出の時期 

  開発行為等に着手する 30 日前までに届出を行うこととなります。（都市再生特別措置法

第 88 条第２項）なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされ

ています。 

 

■ 届出書類の作成 

  届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図書を

添えて行います。 

 

 

《開発行為の場合》 
 

◆届出書 ･･････････････････････････････････････ 

◆添付図書 

① 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図

面 縮尺 1,000分の１以上 

② 設計図 縮尺 100 分の１以上 

③ その他参考となる事項を記載した図書 

 

 

《建築等行為の場合》 

 

◆届出書 ･･････････････････････････････････････ 

◆添付図書 

① 敷地内における住宅等の位置を表示する図面 縮尺 100 分の１以上 

② 住宅等の２面以上の立面図及び各階平面図 縮尺 50分の１以上 

③ その他参考となる事項を記載した図書 

 

 

《上記２つの届出内容を変更する場合》 
 

◆届出書 ･･････････････････････････････････････ 

◆添付図書 上記のそれぞれの場合と同様 

 

 

■ 届出に対する市の対応 

  届出を受理したのち、届出者に対し、勧告の有無について２週間以内に通知すること

を標準とします。 

 

■ 届出を要しない軽易な行為 

  都市再生特別措置法施行令第 25 条の規定により、住宅等で仮設のもの又は農林漁業

を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為、住宅等の新

築又は建築物を改築若しくはその用途を変更して住宅等とする行為については、同法第

88 条第１項に規定する届出を要しない場合があります。

様式１ 

様式２ 

様式３ 



3 
Ver.20160601 

■ 届出制の目的 

 届出制は、市が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための

制度です。 

■ 届出の対象となる行為 

  都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には

原則として市への届出が義務付けられています。（都市再生特別措置法第１０８条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医療法第４条の２に定める特定機能病院 

○地域医療支援病院 

・医療法第４条に定める地域における医療の確保のために必要な支援に関する要件に該当し、

都道府県知事の承認を得た病院 

・救急医療や「かかりつけ医」から紹介された特殊な治療が必要な患者の診断・治療を行い、

「かかりつけ医」での診療を継続できるように対応する病院 

○児童福祉法第 39条に定める保育所で定員 70 名以上の規模のもの 

○福祉関連法に定める施設（利用者定員数 40 人以上） 

○図書館法第２条第１項に定める図書館 

○学校教育法第 83条、第 115 条又は第 124 条に定める大学及び専修学校その他関連施設 

○大規模小売店舗（1,000 ㎡以上） 

・大規模小売店舗立地法（大店立地法）の届出が必要となる店舗面積(小売業を行うために用い

られる床面積）の合計が 1,000 平方メートルを超える大型店 

○劇場、映画館、演芸場及び観覧場 

・建築基準法別２（へ）項第３号に定めるもの 

※「劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、勝馬投票券発売所、場外

車券売場その他これらに類する用途で、政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する

部分の床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるもの」を含む。 

  

 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

 

 

○誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

○建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

○建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

開発行為 

建築等行為 

誘導施設 
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■ 届出の時期 

  開発行為等に着手する 30 日前までに届出を行うこととなります。（都市再生特別措置法

第１０8 条第２項）なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとさ

れています。 

 

■ 届出書類の作成 

  届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図書を

添えて行います。 

 

 

《開発行為の場合》 
◆届出書 ･･････････････････････････････････････ 

◆添付図書 

① 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図

面 縮尺 1,000分の１以上 

② 設計図 縮尺 100 分の１以上 

③ その他参考となる事項を記載した図書 

 

《建築等行為の場合》 

◆届出書 ･･････････････････････････････････････ 

◆添付図書 

① 敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺 100 分の１以上 

② 建築物の２面以上の立面図及び各階平面図 縮尺 50分の１以上 

③ その他参考となる事項を記載した図書 

 

《上記２つの届出内容を変更する場合》 
◆届出書 ･･････････････････････････････････････ 

◆添付図書 上記のそれぞれの場合と同様 

  

図 書 館

図 書 館

図 書 館 図 書 館

花 巻 市 域 

立地適正化区域（=都市計画区域） 

居 住 誘 導 区 域 

都市機能誘導区域 

届出が必要 

届出不要 

届出不要 

届出が必要 

様式 4 

様式 5 

様式 6 

※ イメージ図 

誘導施設 
誘導施設 

誘導施設 

誘導施設 



5 
Ver.20160601 

■ 届出に対する市の対応 

  届出を受理したのち、届出者に対し、勧告の有無について２週間以内に通知すること

を標準とします。 

 

 

■ 届出を要しない軽易な行為 

  都市再生特別措置法施行令第３３条の規定により、花巻市立地適正化計画に記載され

た誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為、誘導

施設を有する建築物で仮設のものの新築又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更

して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為については、同法第１０8 条第１

項に規定する届出を要しない場合があります。 
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届出様式６・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 

居住誘導区域位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

居住誘導区域図（花巻地域））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

居住誘導区域図（石鳥谷地域））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 

都市機能誘導区域位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

都市機能誘導区域図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

  



様式第 （第 条第１項第１号関係）

開発行為届出書
 

都市再生特別措置法第 条第 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届
け出ます。

年 月 日

（宛先）花巻市長

届出者 住 所

氏 名
 

開
発
行
為
の
概
要

１ 開発区域に含まれる地域の名称

２ 開発区域の面積 平方メートル

３ 住宅等の用途

４ 工事の着手予定年月日 年 月 日

５ 工事の完了予定年月日 年 月 日

６ その他必要な事項

   注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。

様式１ 



様式第 （第 条第１項第２号関係）

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の
届出書
 

都市再生特別措置法第 条第１項の規定に基づき、
住宅等の新築
建築物を改築して住宅等とする行為 について、下記により届け出します。
建築物の用途を変更して住宅等とする行為

年 月 日

（宛先）花巻市長

届出者 住 所

氏 名
 

１ 住宅等を新築しようとする土地又
は改築若しくは用途の変更をしよう
とする建築物の存する土地の所在、地
番、地目及び面積

２ 新築しようとする住宅等又は改築
若しくは用途の変更後の住宅等の用
途

３ 改築又は用途の変更をしようとす
る場合は既存の建築物の用途

４ その他必要な事項

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。

様式２ 



様式第 （第 条第１項関係）

行為の変更届出書

年 月 日

（宛先）花巻市長

届出者 住 所

氏 名

都市再生特別措置法第 条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け
出ます。

記

１ 当初の届出年月日 年 月 日

２ 変更の内容

３ 変更部分に係る行為の着手予定日 年 月 日

４ 変更部分に係る行為の完了予定日 年 月 日

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す
ること。
２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。

様式３ 



様式第 （第 条第１項第１号関係）

開発行為届出書
 

都市再生特別措置法第 条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届
け出ます。

年 月 日

（宛先）花巻市長

届出者 住 所

氏 名
 

開
発
行
為
の
概
要

１ 開発区域に含まれる地域の名称

２ 開発区域の面積 平方メートル

３ 建築物の用途

４ 工事の着手予定年月日 年 月 日

５ 工事の完了予定年月日 年 月 日

６ その他必要な事項

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。

様式４ 



様式第 （第 条第１項第２号関係）

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施
設を有する建築物とする行為の届出書
 

都市再生特別措置法第 条第１項の規定に基づき、

誘導施設を有する建築物の新築
建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為
建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為

について、下記により届け出ます。

年 月 日

（宛先）花巻市長

届出者 住 所

氏 名
 

１ 建築物を新築しようとする土地又
は改築若しくは用途の変更をしよう
とする建築物の存する土地の所在、地
番、地目及び面積

 

２ 新築しようとする建築物又は改築
若しくは用途の変更後の建築物の用
途

 

３ 改築又は用途の変更をしようとす
る場合は既存の建築物の用途

 

４ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。

様式５ 



様式第 （第 条第１項関係）

行為の変更届出書

年 月 日

（宛先）花巻市長

届出者 住 所

氏 名

都市再生特別措置法第 条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届
け出ます。

記

１ 当初の届出年月日 年 月 日

２ 変更の内容

３ 変更部分に係る行為の着手予定日 年 月 日

４ 変更部分に係る行為の完了予定日 年 月 日

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す
ること。
２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。

様式６ 



                                        
 



                                      
 



                                       
 



                                        
 



                                      



 


